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公共事業新規評価調書（整備系） 

本部名 

部 名 
県土整備部 

記 入 

責任者 

建築住宅 課  課 長 永田 弘 

- 所 長 - 

 

事 業 

区 分 

整備系 

（県営住宅事業） 

事 業 名 地区名等 

総事業費 １３２０百万円県営住宅整備交付金

事業 
県営住宅宿町団地 

事 業 地 着工予定年度 完成予定年度 

鳥栖市布津原町６１番地（県営住宅宿町団地Ｒ棟） 平成29年度 平成35年度 

事 業 目 的 事 業 内 容 
当該団地は、全体戸数 15棟 238戸の県内でも比較的
大きな団地であるとともに、鳥栖市の中心部に位置し、
利便性、医療・介護施設の充実など立地条件が良く、入
居希望者も多い。 
当該団地では、平成４年～平成８年にかけて、老朽化
したブロック造の住宅を先行して建替事業を実施して
おり、残る３棟 64戸の鉄筋コンクリート造の住宅が更
新時期を迎えている状況である。 
当該住棟は、昭和 39年～昭和 42年に建設し、建築
後 50年を経過、躯体や設備等の老朽化が進行し、また、
住戸面積が約 35㎡と４人世帯の最低居住水準面積（50
㎡）を大きく下回っており、居住環境が悪い状況である。
このため、立地条件の良い現地にて建替を実施するこ
とで、居住環境を改善し、子育て世代や高齢者世帯等に
配慮した良質な住宅ストックの形成を図ると共に、他の
老朽化した小規模団地の統廃合整備を推進する。 

《建設計画建築物》
建築物の用途：県営住宅 
建 設 戸 数：７１戸（30年度～35年度）予定 
建築物の構造：鉄筋コンクリート造（３階建） 
 
《事業スケジュール》 
平成 29年度：計画策定、基本・実施設計 
平成 30年度： 1期工事着手、入居者仮移転等 
平成 31年度： 1期工事完了、入居者戻り入居等 
平成 32年度： 2期工事着手、入居者仮移転等 
平成 33年度： 2期工事完了、入居者戻り入居等 
平成 34年度： 3期工事着手、入居者仮移転等 
平成 35年度： 3期工事完了、入居者戻り入居等 

評価の視点 評 価 内 容 評 価 

（１）位置づけ 県土整備部基本方針（良質な住宅ストック形成の取組）         10点 

A 

住宅政策での位置づけ                            50点 
住宅需要                                     10点 
住まいづくり                                      
・バリアフリー化                                 10点 
・住宅水準の向上（安全性、居住性、設備水準）             10点 
                                      【評価 90点】

（２）必要性・効果 事業の効果                                    40点
老朽化の程度 
・築年数                                      20点 
・内外装・設備の現状                              10点 
・駐車場等屋外施設の現状                          10点 
                                       【評価80点】

A 

（３）実施環境 地元状況                                     40点 
他事業との連携                                 20点 
                                       【評価60点】 B 

 

評 価 A A B 条 件 等 

判 断 
Ⅰ  

優先的に事業を実施 
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定性評価調書 

○自然環境保全 

内  容 

 既存する団地内での建替えのため従前の自然環境は残っていないが、外構整備工事にて植栽による緑化をおこな

う等、自然環境の悪化を招かないようにする。 

 工事で発生する排水等は適切に処理する。 

※ 動植物の保護、農地の保全、山地・山間地の保全、水辺環境の保全等に配慮している事項について、工法、対策、

留意事項を記載。 

 

○生活環境対策 

内  容 

 騒音について、超低騒音型建設機械等の採用や仮囲い等の設置を行い配慮する。 

 リサイクルについて、建設副産物の適正処理や再生材を使用するなど配慮する。 

 文化財について、埋蔵文化財等の歴史的文化的遺産に対して改変が無いよう配慮する。 

 高齢者や障がい者、子育て世代の方など、あらゆる入居者に対応した整備となるよう、ユニバーサルデザインに配

慮したものとする。 

 

※ 大気・水・土壌・地盤環境の保全、リサイクル、文化財、バリアフリー、周辺土地利用状況等に配慮する事項について、

工法、対策、留意事項を記載。 

 

○コスト縮減策 

内  容 

 現地建替えのため、用地費が発生しない 

 現場発生材やクラッシャーラン等再生材の有効利用 

 二次製品の有効活用による工期の短縮 

 

※ 再生材・発生材の使用等、具体的なコスト縮減策を記載。 

 

○その他 

内  容 

 

※ 特に記述することがあれば記載。 
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